
 

 

 

 

 

 

令和７年度石川県医療審議会の審議結果について 

 

 

昨日開催された標記医療審議会において、非公開とさせていただいた諮問事

項について、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

諮問事項 

次の医療法人の設立・解散認可について、適当と認められた。 

 

（設立認可） 

・医療法人イブサキ 

・医療法人社団もりのさと整形外科クリニック 

・医療法人社団ＴＡＯ 

・医療法人社団ＴＧＣＬａｂ 

・医療法人佳 

・医療法人堂下デンタルクリニック 

・医療法人あらき歯科 

 

 （解散認可） 

・医療法人社団深江レディースクリニック 

・医療法人社団大倉外科医院 

・医療法人社団たかせ会 

令和８年３月２６日 

医療支援課長 関 

直通 076-225-1430（内線 4100） 


